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「稼げる大学」法（国際卓越研究大学法）
• 学術・高等教育政策ではなく、科学技術・イノベーション政策の一
環としての「大学改革」を強力に推進するもの

• 特徴：①大学に対する政治介入を制度化、②特定の大学を「優遇」
し大学を分断、大学制度自体を変質させる、③助成により大学の「
研究力」が高まるかも不確実（大学ファンドの助成は不透明）
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五神真「Society 5.0（知識集約型社
会）への社会変革と大学の役割」
財政制度等審議会 2015年10月9日



「国際卓越研究大学」法案
（国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律案）
2022年2月25日閣議決定、国会提出。文部科学省・内閣府本府・財務省所管
目的（1条）

– 「国際的に卓越した研究の展開及び経済社会に変化をもたらす研究成果の活用が相当程
度見込まれる大学」（「国際卓越研究大学」）の「研究及び研究成果の活用のための体
制を強化」

基本方針の策定等（2条・3条）
– 文科大臣が策定。科学技術・イノベーション基本計画との整合（3条3項）、関係行政機
関の長と協議、CSTIの意見を聴く（3条4項）

国際卓越研究大学の認定（4条）
– 認定基準は文科省令（3項各号）。 CSTI、科学技術・学術審議会の意見を聴く（4項）
計画の認可・JST（国立研究開発法人科学技術振興機構）による助成（5条～8条）

– 文科大臣は計画を認可。内閣総理大臣・財務大臣と協議、CSTIの意見を聴く（5条4項）
– 文科大臣はJSTの実施方針を認可。内閣総理大臣・財務大臣と協議、 CSTIの意見を聴く（

8条2項）
モニタリング、認定・認可の取消し（4条、9条～11条）

– 認可設置者は文科大臣に定期報告等を行う。認可取消しは内閣総理大臣・財務大臣と協
議、CSTIの意見を聴く（11条2項）

附則 3



4文部科学省「国立大学協会との意見交換会 説明資料」2022年3月4日に加筆



5財務省「制度改正に向けた論点整理」2021年12月22日
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文科省検討会議「制度改正に向けた論点整理」2021年12月24日
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文科省検討会議「制度改正に向けた論点整理」2021年12月24日



国際卓越研究大学研究等体制強化計画に基づく国際卓大学ファンドか
らの越研究大学への助成額の算定（「基本方針」案）
• 毎年度の助成総額は、関係府省が参加する会議体において、ファン
ドの運用益の状況や財務の健全性確保を考慮しつつ決定する。また
、その額の範囲内で……外部資金の獲得実績や大学ファンドへの資
金拠出などに応じて、個々の大学への助成額を決定する。

• このうち、外部資金については、公的資金（国立大学法人運営費交
付金や私立大学等経常費補助金等の基盤的経費や競争的資金などの
個別のプロジェクト、活動の支援に充てる目的で国が支出する資金
）以外とし……外部資金獲得がインセンティブとなるよう、外部資
金獲得額に係数を乗じた金額を助成額として措置することとする。

• 大学ファンドからの助成については……その用途として支出できる
経費は、国際卓越研究大学が体制強化計画に掲げる取組に係るもの
全般とし、配分元である機構においてあらかじめ使途の内訳は特定
せず、執行に当たっても、体制強化計画への適合性の確保を前提と
して機構の事前の関与を受けることのない助成形態とする。さらに
、支援の継続の可否にかかる評価の時期を除き、機構の事前の関与
を受けることなく各国際卓越研究大学の判断で翌年度以降に繰り越
すことができるように措置する。
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お疲れさまでした
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